
2024 年 5 月 28 日 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

【業界初】こどもの将来に向けた教育継続を支援する 

「教育継続支援特約」の販売開始 

 

東京海上日動火災保険株式会社（取締役社長：城田 宏明、以下「当社」）は、お子様および

その保護者に更なる安心を提供すべく、こども向け補償において、扶養者が５疾病(がん・急性

心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により入院や在宅療養が必要となった場合に、毎月定

額の保険金をお支払いする「教育継続支援特約」の販売を開始します。 

 

１．背景 

お子様の教育にかかる年間の平均費用は、公立の中学校で約 54 万円、私立の中学校で約

144 万円であり、そのうち学習塾を含めた習い事等にかかる学校外活動費は、公立・私立問わず

約 37 万円となっています※1。子育てにおけるこれら教育費の負担は、少子化の背景の一つともさ

れており、保護者は自らの病気やケガにより、教育費の負担が困難になることで、お子様の教育

や進路に影響が出てしまうことに対して大きな不安があると考えられます。 

当社はこのような課題に対し、扶養者のケガによる死亡や後遺障害、病気による死亡に関して

お子様の授業料や入学金等を補償する「学業費用補償特約」「疾病による学業費用補償特約」等

を販売してきました。 

今般、当社が実施した小学生・中学生・高校生のお子様がいる保護者向けの調査において、死

亡や後遺障害だけでなく、病気で療養した場合の補償にも強いニーズがあることが確認されたこ

とから、５疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により入院や在宅療養が必

要となった場合に、毎月定額の保険金をお支払いする「教育継続支援特約」を開発し、販売を開

始することといたしました。 

(※1)文部科学省：令和３年度子供の学習費調査 

URL：https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_chousa01-100012573_3a.pdf 

 

２．「教育継続支援特約」（業界初※2）の概要 

（１） 補償内容 

扶養者が５疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により入院や在宅療養が

必要となり、その状態が一定期間継続した場合に、毎月定額の保険金をお支払いします。 

教育費等に充当していただくことにより、保護者がお子様の将来に向けた教育を継続しやすく

なるよう支援いたします。 

（※2）こどもを被保険者とする保険において、扶養者の病気療養を事由として保険金を支払う商品 

（2024 年 3 月時点 東京海上日動調べ） 

https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_chousa01-100012573_3a.pdf


（２） 対象契約 

学校、PTA 等が契約者となり、その児童・生徒を「保険の対象となる方(被保険者)」とする団体

契約(商品名：団体総合生活保険・こども傷害補償) 

 

（３） 販売時期 

2024 年 10 月１日保険始期契約から 

 

（４） 概算保険料※3 

小学生：月額 120 円 

中学生：月額 210 円 

高校生：月額 210 円 

（※3）毎月 3 万円を最長 6 年間お支払いするプランの保険料。保険料は契約条件によって異なります。 

 

 当社は、今後も、お子様およびその保護者を取り巻く様々なリスクや社会課題を踏まえ、最適な

商品・サービスの開発・提供を進めることにより、お客様に「安心」と「安全」をお届けし、お客様の

「いざ」をお守りしてまいります。 

 

以上 

 


